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第７回 天塩川流域委員会 

 

１．開  会 

 

●山田課長 

それでは、ただいまより第７回天塩川流域委員会を開催いたします。 

  私は、事務局を務めさせていただきます、留萌開発建設部治水課

長の山田でございます。  議事に入るまでの間、司会進行を務めさ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

  お手元の資料で、天塩川流域委員会第７回委員会資料と書かれた

ものが、Ａ４縦のものがございます。 

  資料－１としまして、天塩川水系河川整備計画（原案）と書かれ

たものが、Ａ４縦のものが１部ございます。 

  資料－２としまして、「天塩川水系河川整備計画（原案）」にお

ける「天塩川かわづくりの提言」及び流域委員会等で出された意見

についてという、Ａ３横の資料が１部ございます。 

  資料－４としまして、天塩川水系河川整備計画についてという、

Ａ４横の資料がございます。 

  資料－５としまして、天塩川流域委員会に寄せられたご意見とい

う、Ａ４縦の資料でございます。 

  資料－３と資料－６につきましては、一番最初の「天塩川流域委

員会第７回委員会資料」の後ろの方に添付してございます。 

  また、委員の皆様には、参考資料といたしまして、「天塩川水系

河川整備計画について」というもので、第３回から第６回までに配
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布した資料をまとめたものを１冊ご用意しております。 

  それから、ファイルとして、「天塩川 資料集」と書かれたもの

をお配りしております。 

  また、本日ご欠席の菅井委員のご依頼により、７月７日に北るも

い漁業協同組合から旭川開発建設部に提出されました意見書につい

て１部お配りしてございます。 

  以上でございますが、資料の足りない方はいらっしゃいますでし

ょうか。 

  それでは、天塩川流域委員会の設置要領の規定によりまして、委

員の２分の１以上、９名以上の出席で委員会が成立することになっ

ております。 

  本日現在のところ、１５名のご出席をいただいておりますので、

委員会は成立いたします。 

  それでは、これから議事に入っていただきますが、会場の皆様に

お願い申し上げます。 

  議事の妨げにならないよう静粛にしていただきますとともに、携

帯電話につきましては電源をお切りになるかマナーモードに設定し

ていただくようにお願いいたします。 

  また、審議に入ってからのフラッシュ等を使用しました撮影及び

傍聴席よりも前での撮影については、お控えいただきますようご協

力をお願いいたします。 

  なお、私ども事務局で委員会の記録のために撮影と録音等を行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

  それでは、以後の議事運営につきましては、清水委員長にお願い

したいと思います。 
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  委員長、よろしくお願いいたします。 

 

２．議  事 

 

１）議事要旨（案） 

 

●清水委員長 

よろしくお願いいたします。 

  それでは、議事に入ります。 

  本日は、まず前回までの議事要旨の確認を行います。 

  その後、前回の委員会で、引き続き議論をするということになっ

ておりました、意見聴取会をどうしていくか。それから検討会をど

うしていくかという議論をしたいと思います。その後、前回の委員

会では、今後は原案の形にとりまとめて議論を進めることになった

ので、河川整備計画の原案について事務局から説明を受け、その後

３時を目途に原案について９０分ほど議論していきたいと思います。 

  まずは、第５回、第６回天塩川流域委員会議事要旨の確定ですが、

第５回の議事要旨につきましては、前委員会の後、出羽委員に確認

をいただきましたので、配布した資料の内容で確定させていただき

たいと思います。 

  また、第６回委員会の議事要旨につきましても、既に各委員に照

会しておりまして、修正等を行っておりますので、この内容で確定

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 
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●出羽委員 

前回の第６回委員会で、第５回の議事録について修正意見求めま

して、それが前回出てきたものに対して、この場で修正されていな

いということで、ここで一度決まったのですが、その後、事務局か

らテープ起こしをしたものを持って来られまして、僕の主張したこ

とが違っていまして、それで、今回改めて３点ですけれども、整理

するという部分になったところが、僕が求めたのは「資料を委員会

に提示した上で検討する必要がある」というふうに訂正を求めたの

ですが、実際僕の発言はそうなっていませんでしたので、今回のこ

ういう形で改めさせてもらう。前回僕のが違った点はお詫びいたし

たいと思います。 

  それはそういうことなのですが、もう１点は、前回僕も自分の意

見を配布して読んでいただけたかと思うのですが、当初から言って

いましたように、１カ月に１回なり２回の委員会では、前回自分が

どう発言したかも細かいところまでは忘れちゃうといいますか、そ

ういう点があるのと、この議事要旨をまとめるだけでは、やっぱり

この会議のどういうことが検討されたかという雰囲気がホームペー

ジ等で公開されてもよく住民の方に伝わらないのではないかという

ことで、やはり全文を公開してほしいということを当初から僕は言

っていて、一度はそうじゃなくて議事要旨という形で、これは決ま

っていることですけれども、そのことをぜひ、今じゃなくてもいい

のですが、再検討してほしいというふうに思います。 

  これは、この前の意見にも書きましたけれども、恐らく全部かど

うかは分かりませんけれども、石狩川流域の流域委員会でも、記名

の上で全文公表されていて、やっぱりもう今はそういう時だと思う
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のです。 

  ですから、労力の問題ということもありましたけれども、それは

やっぱりできる問題ですから、是非全文を改めて公開するように、

僕は再検討を、検討していただきたいと、そのことだけ申し添えて

おきます。 

 

●清水委員長 

確か、第１回の委員会とか第２回の委員会で、かなり時間をかけ

て議論して、全文のテープは事務局で保管して、委員会では議事要

旨だけを公開しようということで、一応はなっているのですけれど

も、それについてもう一度考え直してはどうかという意見なのです

が、ほかの皆様はいかがでしょうか。 

 

●出羽委員 

もし氏名明記ということで困るというのですか支障があるという、

自由な発言ができなくなる可能性があるということも検討されたと

いうことはあったかと思うのですが、もしそれであれば、場合によ

っては明記じゃなくても全文が出ればもっと内容が見た人に分かる

と思いますので、そのことも含めてぜひ検討していただければとい

うふうに思います。 

 

●清水委員長 

今、ここで議論したほうがよろしいですか。 

 

●出羽委員 
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今でなくてもいいです。後半ででもいいです。 

 

●清水委員長 

そうですね。じゃ、また別の機会で議論するということで、今日

は議題もいろいろあるようですので、 

 

●出羽委員 

余り時が経つと意味がなくなりますので、その点だけ配慮してい

ただきたいと思います。 

 

●清水委員長 

では、また皆さんも少し考えていただくということで、よろしく

お願いいたします。 

  それでは、議事の方は確定ということでお願いいたします。 

 

（意見聴取会・検討会についての議論） 

 

●清水委員長 

  続きまして、前回の委員会で、まだよく決まらなかった部分なの

ですけれども、意見聴取会、それから検討会をどうするかというこ

とですね。 

  まず、意見聴取会を一度やったのですけれども、その後意見聴取

会での意見、それからその後もホームページ宛とか委員会宛、事務

局宛に皆様からたくさんの意見をいただいております。 

  それらも踏まえて、意見聴取会を再度開催するかどうかというこ
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とで、前回の委員会ではいろんな形で出された意見をすべてこちら

で公開も含めて全部いただいて、その中で委員の皆様、それを十分

検討して読んでいただいて、その部分で必要な部分は委員会の中で

議論するべきというような意見が多かったような気もするのですけ

れども、これらも踏まえて、意見聴取会というのを今後どうするか

というのを決めていきたいなと思うのですけれども、いかがでしょ

うか。どなたからでも。どうぞ。 

 

●酒向委員 

意見聴取会について、私の考えではもっと続けたほうがいいと。

と言いますのも、前回一度だけということと、そして場所の関係も

私申したとおり、偏っているのではないのかなという考えで、もう

一度と言わず、やったほうがいいと思います。 

 

●清水委員長 

ほかの皆様、いかがでしょうか。 

 

●岡村委員 

この間私の意見は、委員長から紹介していただいたように、直接

集まってやるという方法というのはもう物理的に限界があると思い

ますので、インターネットだとか、あるいはファックスだとかいろ

んな形で意見を寄せていただいて、それを事務局の方で論点を整理

していただいて、そして委員会の中で議論していただいたほうが今

の時代には合理的じゃないかという意見です。 
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●清水委員長 

できれば、皆様一言ずつでも意見を言っていただくと助かるので

すけれども。 

 

●田苅子委員 

多くの人から意見を聞くということは、これは大事なことだと私

は思っております。ただ、どこまで聞くかという問題、けじめの問

題というのがこれまた大事なことになっていくのではないか。 

  我々流域委員会というのは、本来その河川整備計画をつくってい

く場合に、河川法の中で流域委員会をつくって、そして意見を十分

聞いて、その考え方を整備計画の中に反映をしていこうというのが

私は趣旨ではないかと。 

  間違っているのであれば、それはまたご指導いただきたいと思い

ますけれども。そうなりますと、先ほど出羽先生もおっしゃいまし

たけれども、１回決まったことで確かにまたもう１回振り返ってみ

ることも大事ですけれども、ワンスモア・ワンスモアで何回かそう

いうことで繰り返していってしまうと、これ前に進まないのではな

いかと。 

  前に進まないから拙速に話題を、問題をそこで伏せてしまうとい

うようなことも、これもどうかと思うのですけれども、私は流域委

員会の委員というものは、大きなそういった期待を担って選ばれて

きているつもりで、普段私なりに見てきた河川に対する理解の浅さ

もありますけれども、現実の問題を引っ下げていろいろ言ってきて

おるつもりでありますので、多くの意見を聞くことはそれは大事で

あります。今、岡村先生のおっしゃったようなことも１つの方法か
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と思うのですけれども、どこまでそれじゃ回数を持っていくのか、

何回開催したらいいのか、あるいはそこに集まっている顔ぶれが、

ちょっとこれはまた違うから、だからまたやらなければならないと

か、そういうようになったら私は際限がないものということで、非

常に難しいものがあると認識しております。 

  今、思っていることはそういうことでございます。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。 

  どうぞ。 

 

●本田委員 

委員長、この会議はいつまで続いていくのでしょうか。私どもは、

ある程度話し合いが進んできたのかなと思っているのですけれども、

これから今年度中に決めるものなのか、ずっとこの話し合いが続け

ていくものなのか、そのことによって大分違ってくるのかなと、こ

のように思っております。 

  地域に入っていろんな意見を聞くということは大変大事なことだ

とは思うのですけれども、これがどのあたりでその結論というかこ

の会が終わっていくのか、そのことによってもずいぶん違ってくる

のかなと、このように考えておりますので、委員長さん一人で決め

ろということにはならないのでしょうけれども、その辺がどの辺ま

でこの会議が今後続けられていくかによって違ってくるのかなと、

このように思っております。 
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●清水委員長 

はい、どうぞ。 

 

●前川委員 

今の意見とはちょっと違う意見なのですが、関連するので。結構

前に進んでいる、結構議論されたと、僕は全くまだ思っていないの

です。だからもっとやってほしいと思うのですが。そのことがまず

１つ。 

  それから、もう１つなのですが、意見聴取会なのですけれども、

無限にやるということは、常識的にそんなことはあり得ないです。

だからなるべくたくさん、何回もいろんな意見を聞くというのは、

ここの役目だと思うのですよ。まずそれが１つなのですが、前回の

聴取会で、大変いい意見がたくさん出たと思うのです。その中の意

見も、これから多分検討されると思いますが、たった１１人であれ

だけいい意見が出ているのですから、もっと何回か、もうこれで出

てしまったなというぐらいまでは、やるべきだというように思いま

す。 

 

●井田課長 

時間的なスケジュールについては、前回の委員会でもちょっとご

指摘がありまして、お手元の第７回委員会資料というものの資料６

の方に、第５回の流域委員会でお配りしたものを時点修正して出さ

せていただいております。様式等、余り変わっていないのですけれ

ども、その後、意見聴取会、流域委員会と開かれましたので、ここ

に記しているのですけれども、平成１５年度から流域委員会が始ま
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りまして、平成１６年度、１７年度という形で、私どもの作業的な

スケジュールとしては、年度内に取りまとめていってはどうかとい

うような考えで、説明させていただいているところです。 

 

●清水委員長 

これはあくまでも事務局の案であって、この流域委員会は意見を

述べたり議論をするのが任務ですから、十分意見が出尽くしたとい

うところまでは、やっていくべきではないかなというふうに思いま

す。ただ、いつまでも延々ということにはもちろんならないと。そ

ういう常識的な、ある程度のところで意見が出たというところまで

やっていくべきじゃないかなというふうには、私は個人的には思い

ますけれども、皆さんそれぞれお考えがあるのかもしれません。 

 

●出羽委員 

今の委員長の、ある程度出尽くすところまで続けていくというの

は、僕も賛成です。意見聴取会については、前回も言いましたけれ

ども、１７０名でしたか、最初の意見。それで、この前、実質は１

１名ということで、もちろん何回も、全員だということには当然成

り得ないのですけれども、余りにも少な過ぎると、１回の１１名だ

けではですね。そういう意味では今後何回かやって、いろんな意見、

大変な意見あると思いますから、それを十分聞くということは必要

だと思います。 

  それともう１つ、この前も聞いていて、幾つか確認したかったり、

お聞きしたかったこともあったのですが、時間の制約もあって、な

かなかそれができなかったということもありまして、ただ、意見言
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いっ放し、聞きっ放しという、意見陳述者の方も、言いっ放しで、

それがどういうふうに今後反映されるなりされないなり、そういう

こともありますので、もう少しやり方を工夫して、もうちょっと時

間を持って、多少確認なりやりとりができるような、そういうこと

が必要じゃないか。その方が実りが出てくるのではないかという気

がします。 

 

●前川委員 

それからもう１つ、有効にやれる方法だと思うのは、僕、前回実

は出ていなくて申しわけなかったのですが、ワーキングを立ち上げ

て、そこでもっと意見を酌み入れるといったような方式をとれば、

何回も例えば意見聴取会をやらなければならないというようなこと

は、防げるのかなというような気がします。できればワーキングな

んかを立ち上げて、もっとここよりも有効にというか、効率よく論

議できるような場所をつくってはどうかというのが意見です。 

 

●清水委員長 

この委員会とは別のワーキンググループというのか、専門委員会

というのはちょっと分かりませんけれども、そういうところでダム

のことやなんかを中心に議論したらどうかという意見も前回出され

ておりましたが、それはこの次に議論することにして、まずは意見

聴取会自体を今後も引き続き開催していくかどうかを決めて、それ

をどういう組織でやるかというのは、また次に決めていったらどう

かなというふうに思うのですけれども。 
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●田苅子委員 

思ったことを率直に申し上げますので、余り気を悪くしないでほ

しいと思うのですけれども、私、何回かこの委員会の中で申し上げ

ておりますのは、ここは審議会という場所とはちょっと違うのでは

ないかということを、何回か申し上げてきているのです。諮問があ

って答申をしなきゃならんというときには、これは大変な立場で、

多くの流域の委員の方々の皆さんの意見をいろいろ聞いて、委員会

としての１つの最終的な結論を答申するという場合に、私はそれは

当然そういう責を負って、もちろん今も責任はありますけれども。

ただ、今言ったように、いろいろと広く不特定多数の人の意見を聞

くというのだったら、何もこの流域委員会が主催してやるというこ

とじゃなくて、開発ご当局が直々やったって、それはやれることだ

と私は思うのです。そこに流域委員会の存在というのがきちっと明

示されて、私たちはその中でいろんな意見を交換して、そして開発

ご当局は、我々の考えて話したことの有益なこれはというものは、

当然整備計画の中に生かしていくと。私はそういう本筋をきちっと

わきまえた中で議論を進めていくべきではないかということは、前

から申し上げているわけなのです。ですから、委員会の名のもとに、

その諮問に対して答申をするという場合、これはもちろん自らのそ

ういう聞く場をどんどんつくって答えを出していくと。最終的には、

その場合は審議会ということになると、みんなの採決で、多数決で

決していくということになるわけですから、そこはいろんな議論百

出、当然ですけれども、私はこの流域委員会というのは、議論百出

してもいいのですけれども、それはお互いにキャッチボールすると

いうことよりも、むしろ開発ご当局が、そのことをしっかりと耳を
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傾けて整備計画の中に生かしていくという、そういう流れの中で、

この流域委員会というのはあるのだということになれば、そこら辺

はどのように認識して皆さんこれから臨んでいくのか。私はそこら

辺が非常に大事なことだと思っておりますので、ご参考までに、も

う１回みんなで考えてみたいなと思っております。 

 

●清水委員長 

今、委員会の趣旨とか委員会を招集されている目的とかというこ

とでお話がございましたけれども、若干、前回も前々回も説明がご

ざいましたけれども、もし事務局の方で、何か委員会の趣旨とか招

集している趣旨についてコメントがあれば。 

 

●井田課長 

前回と重なる部分もあるのですけれども、資料を先ほど第７回委

員会資料、Ａ４縦版の資料３をちょっと開いていただきたいと思い

ます。資料３の３ページを開いていただきたいのですけれども、委

員会の性格等について、河川法をもとに、ちょっと説明させていた

だければと思います。 

  河川整備計画の策定の手続に係る法律のことについて、ちょっと

紹介させていただきたいと思います。 

  河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って、当面の具体的な整

備の内容を示すものでして、河川法には、ここに示されているよう

な形で規定されていますので、紹介させていただきたいと思います。 

  まず、河川法第１６条の２というところなのですけれども、河川

管理者は、河川基本方針に沿って、計画的に河川の整備を実施すべ
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き区間について、当該河川の整備に関する計画を定めておかなけれ

ばならないとなっております。 

  河川整備基本方針の本文につきましては、資料集のファイルの方

に綴じております。 

  それと、河川法の第１６条の２の第３項というところに、河川管

理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において、必要

があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴

かなければならないということになっております。 

  それと、河川法第１６条の２の第４項というところには、同じく

河川管理者は前項に規定する場合において、必要があると認めると

きは、公聴会の開催等、関係住民意見を反映させるために必要な措

置を講じなければならない。 

  その下にいきまして、河川法第１６条２の第５項、河川管理者は、

河川整備を定めようとするときは、あらかじめ政令で定めるところ

により、関係都道府県知事、または関係市町村長の意見を聴かなけ

ればならないということで、それに付随して、政令が第１０条の４

ということで、下の方に記載されております。ここは省かせていた

だきます。 

  それでは、天塩川の方ではどうなっているかということなのです

けれども、河川管理者である北海道開発局は、平成１５年２月に、

天塩川水系河川整備基本方針を策定されておりますので、それに沿

って、天塩川水系の河川整備計画の案の作成に当たり、河川法の規

定に基づきまして、ここで言うと、第１６条の２の第３項になるか

と思うのですけれども、それに基づきまして、河川に関し学識経験

を有する方や、天塩川流域に知見の深い方々の意見を聴く場といた
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しまして、ご案内のとおり、平成１５年５月に、天塩川流域委員会

を設置したところでございます。 

  これまで、６回の流域委員会を開催しまして、天塩川の状況を説

明したところですけれども、今後、天塩川水系河川整備計画の原案

について、全体像が見えるような形で取りまとめて議論するという

ことで、意見を伺っていきたいと思っています。 

  また、河川法の規定に基づきまして、関係住民の意見を反映させ

る場として、公聴会の開催等を予定しておりまして、更には知事の

意見を聞いた上で、天塩川水系の河川整備計画を策定してまとめて

いきたいと、このように考えております。 

  以上です。 

 

●清水委員長 

そうしますと、事務局の方は、河川整備計画に関する学識経験者、

それから地元の専門家の意見を聞くために、この委員会を招集して

いるということですね。その委員会が、その意見を述べるためには、

更に住民の意見を聞かなければならないかどうかという、今議論を

しているところになるわけで、その辺をちょっと踏まえて、議論を

していただきたいなというふうに思うのですけれども。 

 

●出羽委員 

これも前回も、いつも僕が言うことで繰り返しの部分もあるので

すが、田苅子さんの言ったことはそうだと思うのです。ここでいろ

んな意見を述べ、それから流域住民の意見聴取会をやり、それを開

発局長が判断してつくっていくという、それはそのとおりだと思う
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のです。ただ、前回も言いましたけれども、例えばこの前の懇話会

の段階で、総合治水を目指すという提言をまとめています、幾つか

の中で。それから基本方針の中でも、例えば源流から河口までの一

貫した対策を考えるのだということがありますし、それから自然環

境と治水・利水を調和した施策を目指していくと。そういうことは

はっきり入っているわけです。ですから、目指すところは、いろん

な意見があるのですけれども、総合治水なり治水・利水、それから

環境の保全ということをどう調整していくか。その合意を目指して

いくということだろうと思うのです。そのために流域委員会もあり、

意見聴取会もあり、そういう判断だと思うのです。ですから、単に

ここでそれぞれの意見を勝手に言って、それを開発局が取捨選択し

て決めるという意味じゃなくて、いろんなところで合意を目指して、

どこに問題点があるのか、意見の対立があれば、どういう点で対立

しているのか、そのための資料も含めて、そういうことを明確にし

て出していく。歩み寄るところがあれば、もちろんそれを目指して

いくのですが、できるだけそれを目指していく。そしてそれを開発

局が尊重すると。このことは前回も言いましたけれども。そのこと

が大事なのであって、ですから、ただ単に意見を言う、聞くという

ことじゃなくて、できるだけ問題点を明らかにして、合意を目指し

ていくと。それを目指すために、必要だということを言っているの

だと思います。ただ、のべつ幕なしに、いつまでもやるというわけ

ではないのですけれども、そのことに焦点を置いていけば、実りが

出てくるのではないかというふうに思います。 

 

●清水委員長 
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ありがとうございました。他の委員の皆様どうですか。長澤先生

はどうですか。 

 

●長澤委員 

意見聴取会をどうするかという話に絞って申し上げますが、先ほ

ど法律の解釈、説明がございました。意見聴取会はあくまでも現地

見学会とか勉強会とか、天塩川の場合には、勉強会というものはや

っていませんけれども、そういう位置づけになっておりまして、流

域委員会とは位置づけが違っております。あくまでも意見聴取会は、

この流域委員会の委員各人が参考にするといいますか、十分にその

意見を酌み取って、そしてこの場で議論をする、そういう位置づけ

のものだと思います。 

  それから、先日、１回目の意見聴取会に当たりましては、１７０

名のうち１３名の意見陳述人を選定いたしました。その作業に私も

加わりましたけれども、その中では、意見分布、それぞれ主張が違

っておりましたので、そういう分布、あるいは流域とのかかわり、

それから職種だとか年齢とか性別とか、それからお住まい、どうい

うところにお住まいになっているかと。いろんなことを勘案して１

３名の方を選んだつもりです。大体要約されたような人選だったと

いうふうに自負しておりますけれども、しかし、実際、当日は残念

ながら、お２人の方は事情により欠席されております。こういうこ

とを重ねて、たとえ５回やったとしても、その人数は１７０名に対

して五、六十名、少数にあるわけです。物理的に、あるいは会の持

ち方等についても限界があるように私は感じております。意見その

ものは公表されています。委員はその内容について十分に、書面以
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上に訴えるところが意見陳述によって述べられる可能性はもちろん

ありますけれども、ある程度のことは、住民の方々のご意見は酌み

取れるというふうに私は思います。したがって、この公開されてい

る意見の内容を我々が真摯に受けとめて、そしてこの流域委員会に

生かせば、それでいいのではないかと、私は個人的にはそう思って

おります。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。梅津委員いかがでしょうか。 

 

●本田委員 

私はこの委員会は委員会としての私どもの発言をすべきだと。こ

ういう大学の先生方たくさんと私どもが議論し合うなんていうこと

は、到底できないわけですから、そして、もしそういう意見聴取を

するのであれば、これは開発さんがそれぞれの町村、２つとか３つ

とか、そういう形の中で集めて、その意見を聴取するというのでな

かったら、この委員会で委員長さんも副委員長さんもはじめ、各町

でやったり、そういうことを何回やっても、ある程度、話す人は限

られてくるわけですから、もしそういうのであれば、開発さんの方

で２町なり３町集めて、そういう中で住民の皆さんの意見を聞くと

いう、そういう会にしていただきたいと。私どもは、この場所は自

分たちの意見を出す場所にしていきたいと。人を集めて私どもが意

見を聞くということ、ちょっと私個人としては行き過ぎではないの

かなと、このように考えております。 
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●梅津委員 

私も長澤先生、本田町長の意見に賛成なのですけれども、本当に

このままいくと、一番後ろのページにありますスケジュール表、こ

のことにまた何年度も何年度もつけながら、延々と審議していかな

きゃならない。そういう体制になるのかどうか、そこら辺が心配な

のです。我々委員として選ばれて、私は専門家でもございませんし、

ただ単なる農業を営んでいるという立場での意見を申し上げさせて

いただいておりますけれども、利水者というような立場でおります

けれども、皆さん方の意見聴取、このことを本当に、４月１８日に

私も聞かせていただきましたし、そのほかの資料等々でもいろんな

意見を聞きましたけれども、更にこの後、どういう意見を聞いてい

ったらいいのかなということで、ちょっと整理がつかない部分が私

の中にありますので、意見聴取は、先ほど言っておられましたよう

に、別な立場での聴取会があって、委員の立場での会議というもの

は、このまま続行していっていただきたいなというふうに、私は個

人的に考えます。 

 

●井上委員 

今日思ったのですけれども、せっかく整備計画の原案ができてい

る中で、３０分も４０分もこういうことで議論するのが、とても時

間がもったいないなと今思っています。それと、整備計画の原案が

出たのですから、この原案に沿って我々が意見を述べた中で、どう

してもこの部分については、住民の意見も聞きたいというテーマが

できた時点で、それをやるかやらないか議論していいのでないかな

というふうに思っています。 
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●清水委員長 

あと言っていない方。 

 

●辻委員 

特に新しいあれではないのですけれども、長澤先生のおっしゃっ

たことに納得しております。もし意見を新たに聞きたいとおっしゃ

るのでしたら、先ほどありましたように、期限を切って、インター

ネットなんかでということが、もし必要であればというふうに思い

ます。 

  それと、もっと公聴会を開くというふうに希望されている委員の

方は、今まで出てきた以外に拡大しようというのか、今出ている中

で、更に臨場感ということもありましたので、その方々の中から更

に意見を聞くというのか、その点をちょっと聞きたいなと。先ほど

事務局のご説明の中では、何か必要であれば、直接公聴会というこ

とも考えているかにも聞こえましたので、今、長澤先生なんかがお

っしゃっているような進め方でいいというふうに思います。 

 

●橘委員 

私思ったのは、聴取会というのは、あくまでも流域委員会のもと

での聴取会だと思うのです。その中で、ほかの発言できなかった方

が、個人的にいろいろ言われてきたいろんなことがあったと思うの

ですけれども、一応こういうふうにまとめておられるわけですよね、

資料－２のように。そういうふうな中身も見て、当たり前のことな

のですけれども、長澤先生おっしゃったように、一応考えていろん
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な方を選んでいる。例えば僕らも文章を読みました。その中でこう

いう資料２のような中で、状況を限って、場面を限って、その限っ

てというのは難しいと思うのですけれども、そういうことで、１回

であれだけの方が集まったということは、いろんなことを言いたい

人が多いということなので、こういう議論を経て、そんな３回、４

回とできませんから、補足するような格好で、もしもできれば１回

程度、もしよければですね。そういうことはやるのも大変ですから。

あとは田苅子さんがおっしゃったように、委員が１人１人の代表だ

ということで、あとは消化していく方がいいと思います。 

  以上、私の意見です。 

 

●黒木委員 

私も前回の議論で、もうこの問題には決着がついているのだろう

というふうに理解をしておりました。結局、整備計画そのものがこ

こで議論をされるということが大事なことだろうと思います。さき

の意見聴取会に寄せられた多くのご意見を見ましても、早くやって

くれと、こういう意見がものすごくたくさんあるわけです。それを

まだ意見を聞きたいなとか、そういうことに名をかりて時間を延ば

すのはいかがなものかと。私は大反対であります。 

 

●清水委員長 

山口委員はいかがでしょうか 

 

●山口委員 

下流部の方の問題なのですけれども、河川整備計画の中で、私ど
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も身近にこうしてほしいなという部分があるのですけれども、ぜひ

河川整備計画の中に盛り込んでいただきたいと思うのは、下流部の

方で、 

 

●清水委員長 

今、意見聴取会を、今後ももっとやるかどうかということを、ち

ょっと伺っていたのですけれども、よければそういう観点で発言願

えればと思ったのですけれども。 

 

●山口委員 

私ども河川整備計画の中で、要望といいますか、盛り込んでいた

だきたい、そういうことを申し上げたいわけなのですけれども、そ

ういうことではだめなのですか。 

 

●清水委員長 

そういうのはまたそういう発言の機会が今後もあると思いますけ

れども、今、ちょっと意見聴取会をどうするかというのがペンディ

ングになっておりまして、どうしようかと、今後の委員会の進め方

についての議論をしているのですけれども、もし今後の意見聴取会

をどうするかということについて、ご意見があれば伺いたかったの

ですけれども。もしなければ結構ですが。 

 

●清水委員長 

石川先生はなにかございませんか。 
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●石川副委員長  

この前のご意見が１７０名以上書面で出され、その後またご意見

としてかなりな数が出て、それを一応読みました。またその中から

この前は１０名、欠席者はおられましたが、１０名ほど意見をお聞

きしました。確かに自らご発言になることを聞くのは、大変参考に

なったことは事実です。ただ、私はこれから繰り返し、更に１０名、

２０名とご意見を同じような形でお聞きするよりも、現在１７０名、

１８０名の方々が文面で出されていることに対して、どう我々がこ

れを解釈、吟味して委員会の審議に生かすかということの方が大事

なような気がしております。まだそれさえも完全に消化し切れない

ような感じで、またご意見をお聞きしても、果たしてどれほどそれ

が解釈できるか、あるいは吟味できるかというのは、大変下手な話

で申しわけありません。ですから、一応ここで大事なのは、改めて

またご意見をお聞きするよりも、現在までに出されているご意見の

中で、これは大事なことだと思うことを論議し合い、自分の参考に

もさせていただくということの方が、今大事なことに思っておりま

す。したがって、改めて意見聴取会ということは、現段階で要らな

いと思っております。 

  以上です。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。 

  それでは、ほかにもいろいろご意見はあるとは思いますけれども、

私の意見もちょっとよろしいですか。 

  賛否両論ございましたけれども、委員会ですから、委員の意見を
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述べるというのが非常に大事、それぞれの専門の立場から、委員の

意見をまず述べるということが大事なので、先ほど井上委員もおっ

しゃっていましたけれども、まず委員会として皆さんの意見をどん

どん出していくというのを進めながら、もしかして、場合によって

は、ここの件については、もう少し幅広く意見を聞かなきゃならな

いということになれば、その時点で考えるということにして、委員

同士の議論を深めていった方がいいんじゃないかなというふうに私

は思うんですけれども、私の意見は。いかがでしょうか。 

 

●出羽委員 

最初に言いましたように、僕の意見は、１７０名出て、１回１１

名だけでは少な過ぎるということなのです。その意味は、恐らくあ

とやっても、せいぜいできても一、二回だと思うのですけれども、

全部なんか到底無理だということは分かるのですけれども、この後

どんな意見が出てくるのだろうかということじゃなくて、これは素

直に聞くということだと思うのです、流域委員として。そのことが

大事だと思うのです。これだけたくさんの人が意見を述べたいとい

うふうに出てきているのですから、できるだけ素直に受けるという

ことが、まず大事だと思います。ですから、引き延ばすために求め

ているなんていうことは全くありませんので、その点だけは誤解な

いようにしていただきたいと。また、別な形でそういうことが、本

田さんも言われましたけれども、そういう形もあり得るかもしれま

せんし、また委員長が言いましたように、必要になったときに、そ

ういうこともあり得るかもしれません。ただ、そういったことが流

域委員会に反映されていくということが大事だと思います。 
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  以上です。 

 

●前川委員 

何か繰り返しになるところだけは外しますが、１７０名の方って、

この流域委員会に入っていると僕は同じだと思っているのです。だ

からもっと聞きたい意見があれば、実際にあるのですね、もう既に。

その意見の中に、もっと詳しく、ひょっとしたら聴取会のやり方を

変えれば、もっと勉強になるようなことがありそうな気がするよう

な意見も幾つかもう既にある。それは僕はもうちょっと詳しく聞い

てみたいなというように思っていまして、結論から言うと、もうや

らないというような結論は出さないでほしいと。ぜひ必要だと思う

ときには開いてほしいと。そのときには、ひょっとして前回と違う

ようなやり方の方が、もっといいかなというような気がします。 

  以上です。 

 

●酒向委員 

意見としては、先ほどと同じ意見なのですけれども、今お話を伺

っていくと、この場は委員が発言する場と、委員が動く場ですけれ

ども、委員が参考にするという方が結構いらっしゃいました。そう

いうことも踏まえて、ぜひともやるという方向でお願いしたいなと

思います。というのは、この流域委員会が、これ以上、耳を閉ざし

たという、そういうふうに何か感じるのです。今１７０人聞いたか

ら、それでいいだろうという意見もあります。しかし、私は今１度、

耳を開いてはどうかなというような態度で示すことが大事なのかな

と思って発言しました。 
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  以上です。 

 

●清水委員長 

ここで再度の意見聴取会を今やらないと、これ以上議論が進まな

いというふうには、ちょっと、そうではないですね。ですから、原

案も今出てくるということですし、それを含めて議論もしながら、

それから、再度意見聴取会も必要によってはやると。それから、も

ちろんホームページとか郵送とか、事務局あて直接・間接にたくさ

んの意見は、とにかくいつもオープンにしていると。それも全て皆

さんの場に公開して、それを踏まえて議論にも持っていくというよ

うなことを踏まえて、とりあえず今の委員の皆様の意見を述べてい

くという形で、委員会を続けていってはどうかなというふうに思う

のですけれども。 

 

●田苅子委員 

何回も私は言っていますけれども、この場というのは、あくまで

も委員の資格として責任を持って発言をするというフリートークの

場だと思うのです。委員個々は、それなりの流域に生活する皆さん

の声だとか、高いアンテナを張っておかなければならないのですよ。

そして勉強もしなければならないのですよ。そして、その名のもと

に自分がそれを消化して、考えをここできちっと申し述べると。私

はそういうことでいいのではないかと思っています。中に、今、清

水委員長おっしゃったように、これはもう少しざっくばらんに聞い

てみたらいいなという場合には、かたくなに全部門戸を閉じるとい

うのではなくて、もっとこの流域委員会は、そういう意味では、柔
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軟に対応することもどこかに置いておかなきゃならんと。私はそう

いう結論で次に進んでもらいたいと。私もある時間が来たら戻って

くれと言われていますので、あせっております。 

 

●清水委員長 

議事がなかなか進まないので、申しわけないと思いますけれども、

ということで、門戸を閉ざすということでは決してなくて、新たな

意見聴取会もあり得るということで。 

 

●田苅子委員 

ただ一切ナッシングだと、そういうことではないのだと。 

 

●清水委員長 

そういうことでよろしいでしょうか。じゃ、そういうことで進め

させていただきます。 

  それと次に、もう１点だけ。この委員会とは別の専門委員会を設

けて、その委員会で何かダムのこととか、そういうのを議論すると

いうような意見も出されているのですが、それについてはいかがで

すか。ちょっと類似の話ではあるのですけれども。 

 

●黒木委員 

それについても、前回、委員会で申し上げましたけれども、ほか

のこの委員が全員が入らない部会で出てきた結論に対して、別にこ

の委員会なり、私個人としてそれに責任を持つ必要は何もございま

せんから、そういうものは必要ない。むしろ、多少時間がかかって
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も、この中で議論をしていただきたいと、そういうふうに申し上げ

ました。 

 

●清水委員長 

よろしいでしょうか。この委員会で全てやると、特別に別の組織

をつくらないで。 

 

●酒向委員 

この中で話し合うというのはそのとおりだと思います。しかしな

がら、委員が参考にするという場があってもいいのかなと思います。

そういう意味で、専門委員会なりワークショップという声も出まし

たけれども、そのような形もあってもいいと思います。逆にやって

ほしいと思います。 

 

●田苅子委員 

どうするのですか、それができ上がったらですね。ワークショッ

プいろいろいいのですよ。ここでそれをもう一回お諮りしまして、

みんなの賛同を得ますと。それは賛同できませんということになっ

たら、どういうことになってしまうのですか。この委員会というの

は、そういう性格じゃないということを、何回も私は申し上げてい

るわけです。 

 

●清水委員長 

専門委員会なり別組織の意見と、この委員会の意見が食い違った

場合とかいろいろあります。そういうことも考えられるということ
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ですね。 

 

●前川委員 

ワーキングはここの下にできるので、そのできた意見は、もちろ

んここは尊重しなきゃいかんですね。その尊重するための討論はこ

こでやるべきだと思うのです、ここでもし決めなければならないの

であれば。時間かかるというけれども、例えば淀川の委員会なんか

１００回以上やっているのですよ。それはなぜそれが必要かという

のは、こういうものは、合意が必要だからなのですよ。例えばダム、

あるいは護岸をつくる、それが本当に必要なのかどうかというのは、

住民の合意が必要だからだと思うのです。意見の対立のまましたく

ないというのが、えらい時間がかかってやられている委員会なので

す、例えば淀川の委員会なんかは。そのくらいのことがどうしてで

きないのか、僕にはよく分かりません。 

 

●清水委員長 

例えば１００人とかいる委員会であれば、１００人で議論するよ

りも、小委員会で少し議論して、それを踏まえてというのもあるか

もしれませんけれども、これだけの会ですから、これぐらいの会で

全部議論できるものはしてしまった方がというのが、恐らく黒木先

生のおっしゃっているかとは思いますが。 

 

●本田委員 

ここに地域を代表する私ども以外は、北海道を代表する先生方を、

委員は誰が選んだのか分かりませんけれども、私はこれを見せても
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らったら、これにまさる先生方はいないのかな。これ以外に専門委

員会って、誰を選んできて、こういう第２委員会みたい専門家をま

だ呼んできて、また私でなくて幌延の町長を出すとか、そんな委員

会をつくっても、私は何か意味がないような気がするのですよね。

専門家といっても、私はここに出ている先生方は、北海道を代表す

る専門家の先生ばかりが出ているのだろうなと思っていますので、

私はほかの意見を聞くということはいいですけれども、専門委員会

をつくるということは、今いる委員さんに対しても、大変意見の違

うものが出てきたときにどうするのか、非常に困るのでないかと思

うので、私は必要がないと思っております。 

 

●出羽委員 

北海道を代表する専門委員と言われても、本当に自分の狭い範囲

では自分なりの意見はありますけれども、ここでいろんなことを勉

強しないといけないので、その点ではそう言われても困る点もある

のですけれども。問題は、この話が出てきた背景の１つは、僕はこ

う思っているのですけれども、流域委員会が始まって、この間、今

日で７回目ですけれども、ダムの問題にどうしても話題がいってし

まう、議論がですね。いろんな意見出てきていますけれども。ほか

にもいろんな問題ありますよね。そこになかなか話がいかない。僕

自身も話したい問題はあるのですけれども、なかなかいかない。そ

れが１つの背景にあったと思うのです。 

  それともう１つは、僕も幾つか資料を要求していますけれども、

まだ出てきていないのがある。そういうきちっとした資料なり情報

に基づいて詰めていかないと、問題点がはっきりしてこないという
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部分が、結構まだ幾つか残っていると思うのです。ですから、名称

は別ですけれども、部会にしろ。そこでつくられるものというのは、

その論点を明らかにしていく、問題点をですね。できるだけ具体的

に明らかにしていくということで、その後の議論がしやすくなると

いうことが、僕は一番の問題だと思うのです。それによって合意に

進めばもちろんいいのですけれども、そういう意味で言えば、田苅

子さんが言われたように、ここで結論を出すという、そういう場で

はないことは確かなわけですから。ただ、できるだけ合意に向かっ

て進めるところは進めた方がいいわけで、そのための問題点を明ら

かにする部会だというとらえ方なのです。そこで結論を出してしま

うわけではないのだと思うのです。ですから、田苅子さん言われる

ように、そういうことには必ずしもならないのではないかと、困る

ということにはね。そこに出たものが、もちろんこれは尊重しない

といけないですけれども、ここで違う結論が出るのではないかと、

そういうことにはならないのではないかと思うのです。ですから、

そういう意味では、そこで専門的にやった方が、かえって早いので

はないかというふうに僕は思います。 

 

●岡村委員 

私は委員として出て、なかなか中身の議論ができずに、会議の運

営の話がずっと続いていて、私も会議の運営をどうするかという委

員ではなくて、専門的な立場で天塩川をどうよくしていこうかとい

うつもりで来ております。だから、できるだけ中身の議論をしてい

って、今、出羽先生がおっしゃったことは、まず議論をきちっとこ

の委員会の中でして、そしていろんな対立が起こったり、意見の違
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いが起こったり、そのときにほかの人の意見も聞こうかということ

になったときには、そういう小委員会のようなものをつくってもい

いと思うのですけれども、まず、ここの中できちっと中身の議論を

したいというのが私の意見です。 

 

●梅津委員 

岡村先生の意見と全く同じです。 

 

●井上委員 

さっき言ったと同じで、もう１時間たっていますので、本来の委

員会の役割の部分を進めていただきたいと思います。その後で、そ

ういう必要ある部分については、再度議論するという形でいいので

ないかと思います。 

 

●清水委員長 

分かりました。これから皆さんに聞いてもいいのですけれども、

時間がというような意見もありますので、とりあえずさっきと同じ

ように、この委員会でいろんな意見を、とにかく議論として委員の

意見を出していただいて、それでこの部分については小委員会なり

専門部会が必要だということであれば、どうしてもそういうことに

なるのであれば、今の時点でそういうのは一切つくらないというこ

とじゃなくて、そういうのもやるということを残した上で、委員会

の議論を中心に進めさせていただきたいなと思うのですが、いかが

でしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

●長澤委員 

ほとんど繰り返しになりますので簡潔に申し上げますが、本委員

会と別な委員会を立ち上げるということになれば、この委員会、こ

の本委員会との相互関係といいますか、この位置づけが少し曖昧に

なってくるような気がするのです。それを避けるとするならば、ダ

ムに関する専門小委員会というものの位置づけを、きちんと事業者

の方が義務とか権限とか、あるいは諮問と答申の構造とか、あるい

は法律上の位置づけとか、そういうものをきちんと明確にしなけれ

ばいけないのではないかなというふうに思います。 

  それと、流域委員会の中で、このダムについて、もう少し勉強会

のような、委員会とは違うものをやったり、あるいは組織の中にワ

ーキンググループをつくったり、そんなやり方も考えられるような

気がするのですけれども。それはちょっとまだアイデアが出ていま

せんので。 

 

●清水委員長 

どうも意見ありがとうございました。 

  議論の中で、そういうのが必要という時点で考えたらいいのでは

ないかというふうに思います。 

 

●出羽委員 

前川さんはワーキンググループ、勉強会と言いましたけれども、

むしろそういうとらえ方の方がいいかもしれないですね。そういう



 35

ところで問題点を明らかにしていく。そういうとらえ方の方がいい

ような気がします。必要であれば、そこに新たな専門委員の人に加

わってもらってもいいわけだし、そういう形の方がいいような気が

します。 

 

●清水委員長 

ありがとうございます。 

  じゃ、この委員会でとにかく議論を進めていくということで、ご

了解いただいたということで、よろしくお願いいたします。 

 

２）天塩川水系河川整備計画について 

 

●清水委員長 

司会の不手際で入り口のところで議論してしまいまして、申しわ

けございませんでした。 

  引き続きまして、事務局から、天塩川水系河川整備計画原案につ

いて説明いただきたいと思います。 

  まず、全体像が分かるように、全体の構成を説明いただき、その

後、時間も限られているので、今回は治水にかかわる部分を中心に

説明いただきたいと思います。 

 

●井田課長 

旭川開発建設部治水課長の井田です。どうぞよろしくお願いしま

す。 

初めに、簡単に、先ほどの資料－３の第７回委員会資料の後ろか
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ら２ページのところに、河川整備計画にどのようなことを定めるこ

とになっているかということを簡単に確認した上で、原案の説明に

入ってまいりたいと考えております。 

  後ろから２枚目を開いていただきたいのですが、点線で囲った四

角の下に、河川整備計画に定める事項、第１０条の３というふうに

記載されているかと思います。河川整備計画には、次に掲げる事項

を定めなければならないというふうに、政令の方で規定されており

ます。 

  １．河川整備計画の目標に関する事項。２．河川整備の実施に関

する事項。イとして、河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに

当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要。

ロとして、河川の維持の目的、種類及び施行の場所と。これらにつ

いての事項を定めなければならないと、このようなことになってお

ります。 

  では、原案の説明に入っていきたいと思います。 

  初めに、原案の全体構成を簡単に説明して、その後、治水に係る

部分を、補足を加えながら少し詳しく説明してまいりたいと思いま

す。 

  前の方に目次が出ているかと思いますけれども、全体構成なので

すけれども、１として、河川整備計画の目標に関する事項。その下

に、概要として、流域河川の概要、河川整備の現状と課題というこ

とになっております。 

  現状と課題については、１－２－１、１－２－２のところに、そ

れぞれ治水・利水・環境といった形で記されております。 

  その下に、１－３、河川整備計画の目標というところなのですけ
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れども、１－３－１に、河川整備の基本的な理念ということが書か

れております。１－３－２は対象区間、１－３－３には対象期間、

１－３－４には洪水等による何々と書いてあるのですけれども、治

水に関する目標。１－３－５のところでは利水に関する目標。１－

３－６のところには環境に関する目標。２のところでは、実施に関

する事項といたしまして、２－１のところで、工事の目的、種類及

び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理

施設の機能の概要ということで、２－１－１のところに、治水に関

する事項が出ております。 

  １枚めくっていただきまして、２－１－２の方に、利水に関する

事項、それと２－１－３のところに、環境に関する事項が記載され

ております。少し下の方にまいりますと、維持の関係が２－２とし

て出ております。２－２－１のところで、治水に関すること。下の

方にまいりまして、２－２－２のところで、利水及び環境に関する

事項が記されております。 

  全体の構成としてはこのようになっておりまして、簡単に全体に

目を通してまいりたいと思います。 

  １ページのところなのですけれども、流域の図が出ているかと思

います。文章の方には、延長だとか流域面積、河床勾配、１枚めく

っていただいて、２ページなのですけれども、流域の人口、それと

図面とあわせて交通路網について記載しております。 

  ３ページの方にまいりますと、気候、それから上流から下流の川

の特徴を記載しております。 

  ４ページの方にまいりまして、流域の土地利用について触れてお

ります。図面の方に土地利用の変遷ということなのですけれども、
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前回の委員会で委員の方から、森林の保水力は森林の質に関連があ

るので、市町村別の人工林の手入れの状況について、資料を整備し

て検討すべきではないだろうかということで、向かって右の方にパ

ワーポイントを写しておりますけれども。ごめんなさい。資料－４

に、お手元にパワーポイント集が、横版のものが配られているかと

思います。そちらの方を見ていただければと思いますけれども、左

上の図は、前回も説明させていただいたのですけれども、森林の種

別の面積、凡例の方を見ていただくと、人工林、天然林、その他の

林の構成がどうなっていくかという変化を示したものです。横軸が

時間、縦軸が面積という形になっているのですけれども、全体とし

ては、３，０００平方キロぐらいで安定した状態、それと、人工林

と天然林の構成については、昭和５５年以降大きな変化はなくて、

７割というところで安定した状態となっております。 

  右側に、間伐及び択伐等の状況ということで、関係諸機関といた

しましては、森林管理所、道、そういった機関なのですけれども、

なかなか詳細なデータというものはないということで、どのような

考え方で林を管理しているかということを聞いたところ、間伐につ

いては、国有林で概ね１０年に１回実施している。それは人工林の

部分です。天然林については択伐ということで、２０年から３０年

に１回実施しているということです。 

  道有林の方は、間伐を概ね８年に１回実施していて、受光伐につ

いては、最短２０年に１回実施していると。このような考え方で管

理しているということを関係機関より聞き取ってまいっております。 

  参考ですけれども、下の方に、日本学術会議の森林の多面的な機

能について出した評価のことについて掲載させていただいておりま
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す。そこには、多面的な機能について評価する一方で、森林かん養

の限界について指摘がなされております。 

  それでは、また原案の方に戻って説明を続けてまいりたいと思い

ます。ちょっと駆け足で進めさせていただきます。 

  ４ページの方に、流域の農業、水産業等の産業の紹介をしており

ます。 

  ５ページの方に、治水の歴史、洪水の履歴が、５ページから６ペ

ージ、７ページと記載されております。 

  特に６ページの方では、治水の計画の変遷といったものを記載さ

れております。左下には、平成１５年２月に策定されました、河川

整備基本方針の流量配分図を記載されております。 

  ７ページの方には、洪水の写真、洪水被害等を表としてまとめさ

せていただいております。 

  ８ページの方にまいりまして、治水の現状と課題ということで、

いまだ整備途上で、戦後最大規模に相当する洪水流量に対しては、

ほぼ全川的に河道断面が不足していて、堤防の整備や河道掘削の流

下断面の確保とあわせて、洪水調節による洪水ピーク流量の低減が

必要と、このようなことが記載されております。 

  ８ページの下の方にいきますと、内水のこと、それと整備期間中

に計画規模を上回る洪水が発生する可能性があるので、それへの危

機管理対策等について記載しております。 

  ９ページにまいりまして、利水と環境の現状と課題ということで、

図の方には、美深橋地点と真勲別地点の流況の変化を示しておりま

す。やはり融雪期には流況が豊富になりまして、かんがい期、雪が

降る冬においては、流量が減少するといった特徴を記しております。 
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  次のページにまいりますと、水利用について、１０ページのとこ

ろに記載しております。天塩川の水利権ということで、水利権の取

水量ベースで整理しますと、かんがい用水が６割近く、発電用水が

４割近く、その他、水道用水、工業用水と、かんがい用水は多いの

ですけれども、幅広く地域の産業・生活を支えているということが

分かるかと思います。 

  それと、水質の方が１０ページ、１１ページに記載されておりま

す。１１ページの図には、環境基準地点と、その類型指定を記載さ

れております。また、河川汚濁の一般的な指標であるＢＯＤの７

５％値の経年変化をグラフにして示しております。概ね満足してい

る状態かと思います。 

  １２ページからは、動植物の生息・生育状況について、既存の調

査結果を踏まえて整理させていただいております。 

  １２ページが天塩川上・中流域における確認種、１３ページが天

塩川下流域における確認種、１４ページが岩尾内ダム周辺、１５ペ

ージがサンルダム周辺ということで、写真とあわせて記載させてい

ただいております。 

  １６ページにまいりますと、写真を添えながら、テッシや河畔林、

旧川の天塩川の特徴的な河川景観を記しております。 

  １７ページと１８ページは、河川空間の利用法、この地域、カヌ

ーや釣りなど、様々な利用がされておりますので、その状況、１８

ページには、縦断的にどのような利用がされているかということを、

写真を添えて、文章の方に書き込ませていただいております。 

  １９ページの方にまいりまして、河川整備の基本理念ということ

で、ここは簡単に読み上げさせていただきたいと思います。 
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  道北地域の中核を担う天塩川流域は、安全でゆとりある快適な地

域社会の形成、食糧基地として役割強化、水と緑のネットワークを

生かした観光・保養基地の形成、流域の人々の連携・協働による地

域づくりを通じ、道北地域を先導する役割を果たすことが期待され

ている。 

  天塩川には、道北地域につながる唯一の幹線である国道４０号や

ＪＲ宗谷本線が併走しているほか、沿川の市街地等には人口・資産

が集積している。また、天塩川には豊かな自然が残されているとと

もに、周辺地域と一体となった天塩川らしい河川景観を形成してい

る。 

このため、天塩川の河川整備は水系一貫の視点を持ち、北海道や

関係市町村と関係機関の施策と連携を図り、市街地の発展や農地の

利用状況等を踏まえた上で、次のような方針に基づき、総合的・効

果的に推進するということで、その下には、かぎ括弧で、治水・利

水・環境・維持管理、それぞれの基本的な理念が記載されておりま

す。ちょっと時間の都合で割愛させていただきます。 

  ２０ページの方にまいりまして、河川整備計画の対象区間という

ことで、どの区間を対象とするかということなのですけれども、表

とあわせて、天塩川の指定区間外区間、大臣管理区間と河川法施行

令第２条７号区間、具体的にはどのような区間かと申しますと、大

臣区間における河川工事と一体として施工する必要あるものとして、

具体的には堤防が本川の堤防とあわせて部分的支川の方にも入って

いく場合で、一体として整備する必要がある区間ということで、２

条７号区間と呼んでいるのですけれども、それを表として２０ペー

ジ、２１ページ、２２ページにまとめております。２３ページは、



 42

その状況を図に落としたものです。 

  ２４ページの方にまいりまして、対象期間ですけれども、概ね３

０年と考えております。２４ページ、治水に関する部分なのですけ

れども、その目標です。戦後最大規模の洪水流量により想定される

被害の軽減を図ることを目標とするということで、後ほど治水のと

ころは少し詳しく説明したいと思うので、割愛します。 

  ２６ページですけれども、駆け足ですみません。利水の正常な機

能の維持に関する目標ということで、流況、利水の現状、動植物の

保護、こういった項目が必要な流量を考慮して、表１－１２に示し

たような目標を設定しております。 

  その下で１－３－６の（１）（２）で、環境と利用に関する目標

が記載されております。詳しいことは、また次回以降、ご説明して

まいりたいと思っております。 

  ２７ページですけれども、河川整備の実施に関する事項というこ

とで、２－１－１に、治水にかかわる部分が記載されております。

洪水時の流量を調節するための流量ということで、河川整備計画の

目標流量に対応するため、既設の岩尾内ダムや堤防整備、河道掘削

などとともにサンルダムを建設し、ダム下流の名寄川及び名寄川合

流後の天塩川の洪水被害の軽減を図ると記載させていただいており

ます。後ほど詳しく見ていきたいと思います。 

２８ページには、多目的ダムであるサンルダムの概要が、２８ペ

ージ、２９ページに記載されております。 

  ３０ページの上の方には、後ほど説明しますけれども、サンルダ

ム建設事業における環境影響評価の状況、その後の環境調査の状況

について記載させていただいております。 
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  ３０ページの中段からは、河道の整備ということで、堤防の整備

のことが記載されております。 

  ３１ページに、どのような断面で整備するのかというようなこと

が記載されております。  ３２ページ、３３ページは、その実施す

る区間を表の形で、それから３４ページ、３５ページ、３６ページ

は、図面に落とした形で記しております。 

  ３７ページには、河道の掘削ということで、河道断面が不足して

いる区間では、河道への配分流量が安全に流下できるよう掘削を行

う。その際には、環境に配慮するといったようなことが記載されて

おります。後ほど詳しく説明したいと思います。 

  その区間につきましては、３７ページの下側の表、３８ページに

掘削のイメージ図、３９ページから４０、４１ページまで、図面に

落とした形で記しております。 

  ４２ページには、内水対策、関係機関と連携しながら被害軽減に

努めるといったこと。 

  ４３ページからは、広域防災対策ということで、河川防災ステー

ション、水防拠点等の整備、４５ページの方にまいりまして、水防

活動もしくは巡視等にあわせて車両交換所の整備、光ファイバー網

等の整備ということが記されております。 

  ４６ページ、２－１－２ですけれども、河川の適正な利用及び流

水の正常な機能維持に関する事項、利水に関する実施事項ですけれ

ども、サンルダムを建設し、流水の正常な機能の維持、水道用水の

供給、発電を行うということと、真ん中からは河川環境、環境に関

する実施の事項ということで、水際の多様化ということで、水際の

多様化のイメージ図がこのような形で整備する多様性のある河岸を
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形成するというイメージ図が記されております。 

  ４７ページからは、サンルダム建設事業における取り組みという

ことで、先ほどと重なるのですけれども、環境影響評価の実施状況、

その後の環境調査の実施状況等について記しております。 

  その下、魚が上りやすい川づくりということで、移動の連続性を

確保するということで、下にあるような堰堤について、関係機関と

連携を図りながら、移動の連続性確保に努めるといったことを記載

する。あわせて、ダムに魚道を設置して、遡上効果の機能を確保す

ると。サクラマスの生息・生育環境への影響を最小限にするよう取

り組むといったことが記載されております。 

  ４８ページには、景観の保全と形成ということで、写真に示した

ような天塩川の特徴的な河川景観としてテッシ、河畔林、旧川につ

いて、治水面と整合を図りながら、その保全に努めるということが

記載されております。 

  ４８ページの中段には、旧川及び汽水域での環境保全ということ

で、旧川及び水質の維持、河口付近の感潮区間では、ヤマトシジミ

をはじめとする汽水域の多様な生物環境がありますので、環境の調

査を行いながら関係機関と連携して汽水域の良好な環境保全・整備

に努めるということが記載されております。 

  その下には、人と川のふれあいに関する整備ということで、環境

学習の場とすること、また、カヌー等の活動が盛んでありますので、

「川の駅」の整備等多様化する河川利用を支援していこうといった

ことが記載されております。 

  ５０ページの方にまいりまして、ここからは維持の目的、種類及

び施行の場所ということで、２－２－１のところでは治水に関する
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ということで河川情報の収集・提供、（２）の方には河川の維持管

理ということで、５１ページのところで写真、５２ページのところ

にも写真が記されているのですけれども、天塩川の堤防は非常に長

大でして、５２ページの表に書いてあるのですけれども、天塩川だ

けでも２２０㎞ということですから、その管理のことについて記し

ております。 

  ５３ページの方ですけれども、河道内樹木の管理ということで、

生態系への影響を小さくするよう努めながら、洪水の安全な流下に

支障とならないよう河道内樹木を適切に管理するといったことがイ

メージ図と併せて記載させていただいております。 

  ５４ページですけれども、河道の維持管理ということで土砂の堆

積状況だとか河床低下等について河道状況を把握して適切に措置し

ていくということ、５４ページには構造物等の維持管理ということ

で、ダム・樋門・樋管・排水機場の維持管理ということで、そこと

併せて岩尾内ダムの適切な維持管理ということで、小放流設備の整

備を行って、下流の減水区間において関係機関と連携して下流の河

川環境の整備と保全を図るといったことが記載されております。 

  ５６ページですけれども、災害の復旧、危機管理体制の整備とし

て、災害時の巡視体制。水災防止体制として、自助、共助、公助の

連携協働を踏まえながら防災体制、連絡体制の一層の強化を図って

いこうといったことが記載されています。 

  ５７ページには、水防団との連携、それから洪水予報、水防警報

ということで、５８ページにその情報の流れ方のイメージ図が記さ

れております。 

  ５９ページには、水防資機材、洪水のハザードマップ、水質の保
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全、水質事故への対応いうことで、関係機関が連携して水質事故防

止に向けた取り組みを行うといったこと。 

  ６０ページにまいりまして、渇水への対応ということで既存の水

利用協議会、渇水調整協議会、こういった組織がございますので、

そういったものを活用しながら迅速な対応できる体制の充実を図る

ということ。その下にまいりまして、河川空間の適正な利用、河川

美化のための体制ということで、不法投棄等の対応を記しておりま

す。 

  最後ですけれども、６１ページの方にまいりまして、地域と一体

となった河川管理ということで、住民参加型の河川管理の構築に努

めるといったことが記載されております。 

  お手元の資料集には岩尾内ダムやサンルダムの環境情報図を追加

するなどしまして、修正を行ってファイルとしてお配りしておりま

す。後日ホームページの方にも同じものをアップしたいと思ってお

ります。 

  それでは、治水の部分を少し詳しく説明させていただきたいと思

います。時間の都合もあるので、若干端折りながらと思っておりま

す。 

  １９ページですけれども、洪水等による災害の発生の防止又は軽

減についてということで、天塩川本・支川の市街地等には人口や資

産が集中しているので、河川の氾濫や内水浸水による被害を軽減す

るため、本支川及び上下流のバランスを配慮しながら洪水時の水位

上昇をできるだけ抑える。そのため洪水調節施設により洪水を調節

し、下流の負荷を極力軽減するとともに河道の安定に配慮しつつ河

道断面の増大を図ると記載されております。 
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  これで基本的な考え方、理念でございまして、２４ページの方に

その治水にかかわる目標のことを記載させていただいております。 

  ここでは、河川整備基本方針で定めた目標に向けた段階的整備を

総合的に勘案して、戦後最大規模の洪水流量により想定される被害

の軽減を図ることを目標として、目標流量を下の表に示すように誉

平において，４，４００m3/s、そして既設の岩尾内ダムとサンルダ

ムで５００m3/sを調節して河道への配分流量を３，９００m3/sとす

るといったことが記載されております。 

  同様のことが名寄川の真勲別地点、名寄大橋地点についても記載

されております。表の方を見ていただければと思います。 

  また、河道断面の不足している区間については、環境に配慮しな

がら必要な河道断面を確保していくということ、その際には、上下

流のバランス、本支川のバランスを考慮しながら水系として一貫し

た整備を行うといったことだとか、局所的な深掘れや河岸侵食によ

り、災害発生のおそれがある箇所については、河道の安定化を図る。

また、その下に内水氾濫、内水被害に関すること、計画規模を上回

る洪水に対応すること等を記載させていただいております。 

  それから、実施に関する事項ですけれども、２７ページの方を開

いていただきたいと思います。 

  洪水時の流量を調整するための対策として、先ほども申したので

すけれども、サンルダムを建設して、ダム下流の名寄川及び名寄川

合流後の天塩川の洪水被害の軽減を図るということです。その下に

流量をどのように調整していくかという具体の数字は先ほどの目標

のところと重なりますので、割愛させていただきたいと思います。 

  ２８ページですけれども、多目的ダムとしてのサンルダムの概要
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を記しております。 

  １つは洪水調節、１つは流水の正常な機能の維持ということで、

下流の河川環境の保全、既得用水補給等流水の正常な機能の維持と

増進を図るということと、水道については名寄市の水道用水、下川

町の水道用水として取水を可能とする。発電といたしまして、最大

１，４００kWの発電を行うということを記載させていただいており

ます。 

  それから、３０ページの方にまいりますと、サンルダム建設事業

につきましては環境影響評価実施要綱、５９年閣議決定したものに

基づいて平成７年にその手続を終了しております。引き続き環境調

査を実施するとともに、その調査結果に基づいて本体や付替道路工

事にあたっては環境への影響を極力軽減するよう保全対策を実施し

て、ダム完成後においても選択取水等によって水質等の河川環境の

保全に努めるということと、サクラマスが遡上し、産卵床が広い範

囲で確認されているので、魚道を設置してダム地点において遡上効

果の機能を確保する。それで、生息・生育環境への影響を最小限に

するよう取り組むといったこと。それと、ダム周辺での植樹活動等

について記載させていただいております。 

  サンルダムに関して幾つかご意見が出ておりますので、補足の説

明をここで加えたいと思います。 

  右側に以前もお配りしたのですけれども、厚いほうのこれまで第

３回から第６回流域委員会で使用したパワーポイント集を綴じたも

のが委員の方々に配布しているかと思いますけれども、その２４－

１というところを開いていただければと思います。 

  これまでサンルダムの集水域はたったの流域全体の３％しかなく
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て、ダム集水域に雨が降らなければダムは役に立たないのではない

かと、こういったご質問をいただいております。 

  ２４－１のパワーポイントを縦に見ていきますと、左に昭和４８

年８月洪水とあるのですけれども、実際の４８年の８月のときに降

った雨の分布です。 

  その下に、基本高水を出すときの引き伸ばし、そしてそのハイド

ロという形になっております。 

  右の方には、４８年、５０年８月、５０年９月、５６年８月とい

う形で同じシリーズのものを添えているのですけれども、治水計画

の基本となる基本高水流量につきましては、これまで天塩川流域で

実際に大きな洪水を起こした雨の降り方を基本として、現在我が国

の大河川に用いられている標準的な手法によって算出しております。 

  過去の主要な洪水は、雨の分布を見ていただけると分かると思う

のですけれども、中・上流域中心に雨が降っておりまして、上流部

に洪水調節施設を設置するほうが洪水施設として効果があると考え

ております。 

  天塩川流域は、士別市、名寄市のように上流域に資産が集中して

おりますから、ダムが大きな効果を発揮するのではないかというこ

とと、あと流域面積についてはサンルダムで名寄川の約２５％を占

めております。また、岩尾内ダムと合わせまして名寄川と天塩川の

合流点の上流の約３０％、両方のダム合わせまして約３０％を占め

ているということで、このようなことから２つのダムによって名寄

川及び天塩川の洪水時の流量を大幅に減らすことができる、効果的

ではないかということで考えております。 

  それから、パワーポイントの４７ページを開いていただきたいと


